
）

○主な審議内容

(１）特定最低賃金の改正決定等について
最低賃金審議会令第６条第５項を適用した、鉄鋼業最低賃金専門部会、機械器

具製造業等最低賃金部会及び電気・精密機械器具等製造業専門部会の審議経過及
び結果が報告され、了承された。

(２）その他
茨城県特定最低賃金専門部会の廃止について了承された。
事務局から今後の審議日程等について説明が行われた。

（１）特定最低賃金の改正決定等について
（２）その他主 要 議 題

議 事 要 旨

5 人

使用者を代表する委員 出席 5 人 定員 5 人

出 席 状 況 労働者を代表する委員 出席

公 益 を 代 表 す る 委 員 出席 4 人 定員

公開

16時00分

4 人 定員

16時40分

5 人
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